
建設部 建設政策課 技術管理室 

【取組番号 16】 

令和６年度第２回長野県契約審議会で、調査基準価格や失格基準価格の算定方法を含む、

低入札価格調査制度の改善を検討することを表明。これまで、入札状況の分析や他県の動向等

の調査を行い、低入札価格調査制度の見直し方針（案）を作成した。 

１ 入札状況の分析結果

○令和５年度の入札状況を分析し、建設工事（資料２―２）、業務委託（資料２

―３）それぞれの入札参加者数と落札率の傾向などを確認した。

○ 現行の低入札価格調査制度の調査基準価格の算定方法は、平成 23 年度から運用

しているが、算定対象の入札者が５者未満の場合と５者以上との場合で異なるため、

落札率の傾向にも違いが見られた。

○５者以上の場合の落札率は、調査基準価格の上限値 94.5％（業務は 90％）付

近に集中している。この原因としては、調査基準価格の算定方法が、算定対象の入札

者の平均値となっていることから、低入札価格調査や失格の対象とならないよう、最も安

全な上限値付近で入札するためと考えられる。特に、入札価格のばらつきが小さい場合

は、調査基準価格の上限値からわずかに下回った価格でも低入札価格調査の対象とな

る事例が発生していた。

○５者未満の場合は、調査基準価格が入札書比較価格の 92％（業務は 87.5％）

の固定値となり、その付近での落札が多いが、100％付近での入札や５者以上の調

査基準価格の上限値付近での入札も一定数確認できる。施工等の条件が厳しい案件

については、入札者が少なく、落札率も高くなる傾向だが、入札者数によって調査基準価

格の算定方法が異なることから、それを想定した入札行動が伺える。

○ 現行の算定方法は平成 23 年度から大きく変更されることなく、運用されていることから、

入札者がこれまでの傾向を把握しており、実行予算によらず、予定価格を高い精度で積

算し、入札者数や落札率を想定して入札するケースが少なからずあると考えられる。

建設工事等における低入札価格調査制度の見直し方針（案） 

資料２－１ 
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令和６年度第４回長野県契約審議会（令和７年２月３日） 



 

２ 他県の動向等 

 
 

３ 見直し方針（案） 

 

○ 他県の動向等の調査として、最近、調査基準価格や失格基準価格の算定方法を見直

した県へのヒアリングの実施や他県で実施した低入札価格調査制度に関するアンケート調

査結果の分析などを行った。 

 

○ 調査基準価格や失格基準価格の算定については、国と同様、中央公契連モデルに準

拠した「固定制」を採用している都道府県が多い。 

 

○ 一方で、市場の実勢価格の反映やくじ引き発生率の抑制、さらには入札契約に係る不

正を排除するため、予定価格から調査基準価格を特定できない「変動制」を採用する

都道府県も増加している。 

 

○ なお、「変動制」としては、長野県と同様の事例のほか、中央公契連モデルに準拠した価

格にランダム係数を乗じる事例などがある。 

○ 入札状況の分析結果や他県の動向等を踏まえ、下記の方針により低入札価格調査

制度の調査基準価格及び失格基準価格の算定方法を見直したい。 

 

➢ 見直しにあたっては、市場の実勢価格を反映し、労働賃金の適正な水準や企業

の適正な利潤を確保するという、長野県のこれまでの取組方針を踏まえ、「変動

制」は維持する。 

 

➢ 算定方法について、算定対象の入札者が５者以上の場合は、その平均価格か

ら「標準偏差×定数」を減算した価格を調査基準価格、失格基準価格とする。 

 

➢ 昨年６月の担い手３法の改正を踏まえ、算定方法見直し後の適正な水準の労

務費等を確保するため、調査基準価格、失格基準価格の下限値を引き上げる

とともに、上限値は設定しない。 

 

➢ 算定対象の入札者が５者未満の場合は、５者以上の場合の下限値を調査基

準価格、失格基準価格とする。 

 

➢ 受注希望型、総合評価落札方式ともに同じ算定方法の適用を検討。 

 

○ ただし、入札価格のばらつきが大きいときは、下限値を調査基準価格、失格基準価格

とする。また、ばらつきが極めて小さいときは、平均価格に一定の定数を乗じた価格を調

査基準価格、失格基準価格とする。 
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４ 今後の予定 

 
 

➢ 総合評価落札方式においては、制度の趣旨を踏まえ、価格最高点を狙った過度

な競争を抑制するため、価格点の算定方法等を見直し、算定対象の入札者の

平均価格（現行の調査基準価格）を価格点基準価格（仮称）とし、新たな

調査基準価格までの間を価格最高点とすることなどを検討。（下図参照）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 企業の努力によって適切な賃金の支払いを含め、確実に履行可能と認められる資料を

事前に提出した場合は、調査基準価格を下回っても、価格点を最高点とできる制度な

どについても併せて検討する。 

 

 

 

○ 今後、関係者との意見交換等を行うとともに、入札シミュレーション等を行って細部の制

度設計や電子入札システムの改修準備を進め、令和７年度の契約審議会に諮ってま

いりたい。なお、意見交換等の状況によっては、今回の見直し方針を一部変更する場

合がある。 

 

○ 新たな低入札価格調査制度の実施時期については、令和７年度中を目標とするが、

実施後も引き続き入札状況の分析を行い、適宜、調査基準価格等の算定方法を

含む制度の改善を検討してまいりたい。 
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令和５年度　建設工事　落札率の状況

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15+

受注希望型 件数 144 97 82 56 45 47 55 20 28 16 13 14 11 11 67

総合評価 件数 78 111 87 54 146 100 101 48 30 27 49 25 17 15 22

受注希望型 落札率 97.4 96.0 94.5 94.0 94.4 94.8 94.7 94.4 94.5 94.4 94.4 94.3 94.5 94.5 94.5

総合評価 落札率 97.0 95.5 94.7 93.7 94.9 94.9 94.8 94.4 94.4 94.4 94.3 94.4 94.3 94.3 94.2
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５者以上は調査基準価格の上限値の94.5%付近に集中

令和５年度開札 総合評価９１０件（不調・不落を除く）

５者未満は下限値の92.0%付近が多い

令和5年度 建設工事

平均落札率 95.1%

平均応札者数 6.0者

資料２－２
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令和５年度　業務委託　落札率の状況

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31+

受注希望型 件数 18 23 12 18 19 18 14 10 11 9 6 11 15 8 9 7 18 19 9 10 10 13 19 13 13 14 11 5 7 11 31

総合評価 件数 10 15 30 32 28 42 45 44 52 74 77 76 69 45 49 43 26 22 28 11 5 3 4 3 6 4 3 7 1 2 2

受注希望型 落札率 92.6 89.8 88.8 89.7 87.7 89.7 90.7 89.9 90.2 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 89.9 90.0 89.9 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

総合評価 落札率 90.3 88.6 88.6 88.7 88.9 89.6 89.8 89.9 89.9 89.9 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 89.9 90.0 90.0 89.9 89.9 89.9 89.8 89.8 89.9
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令和5年度 業務委託

平均落札率 89.8%

平均応札者数 12.9者
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５者以上は調査基準価格の上限値の90.0%付近に集中

令和５年度開札 受注希望＋総合評価1269件（不調・不落を除く）

５者未満は下限値の87.5%付近が多い

資料２－３
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